
[　下水道河川　局] 19款 １項14目 （単位：千円）

事業費 市債+一財 事業費 市債+一財 事業費 市債+一財

1 下水道事業会計繰出金 36,175,277 36,175,277 35,173,283 35,173,283 1,001,994 1,001,994

計 36,175,277 36,175,277 35,173,283 35,173,283 1,001,994 1,001,994
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総務副大臣通知「地方公営企業繰出金について」等に基づき、下水道事業会計への繰出金（雨水処理経費・行政的経費等）について、
計上しています。事業概要

（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度

                                                                                                      

実績                             

                                                                                                      

11年度10年度9年度8年度7年度6年度5年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

                            実績

都市の浸水防止等都市機能の保全などを目的とした雨水処理経費や行政目的を達成するための経費（公共用水域の汚濁防止等、下水道
使用料の減免、災害用ハマッコトイレ事業、海外水ビジネス展開支援事業）は一般会計から下水道事業会計への繰出しを行っています
。

事業目的

雨水公費・汚水私費の原則により、都市の浸水防止等都市機能の保全などを目的とした雨水処理経費や公共用水域の汚濁防止等の行政
目的を達成するための経費は一般会計が負担し、原因者が特定できる経費は使用料で負担すべきとされています。
また、繰出基準に定めるもののほか、行政目的を達成するために負担している経費（下水道使用料の減免、災害用ハマッコトイレ事業
、海外水ビジネス展開支援事業）についても下水道事業会計への繰出しを行っています。背景・課題

地方公営企業法第17条の２第１項第１号、第17条の３、第18条第１項根拠法令・方針決裁等

地方公営企業繰出金について等に基づき、以下項目の対象事業費を積み上げ
○雨水処理に要する資本費（減価償却費・支払利息等）及び維持管理費に相当する額
○特定施設の設置の届出の受理、計画変更命令、改善命令等に関する事務、排水設備等の検査に関する事務及び除害施設に係る指導監
督に関する事務に要する経費に相当する額
○水洗便所への改造命令及び排水設備に係る監督処分に関する事務に要する経費の2分の1
○計画汚水量を定めるときに見込んだ地下水量を超える不明水の処理に要する維持管理費に相当する額
○下水の高度処理に要する資本費及び維持管理費（特定排水に係るものを除く）に相当する額の一部（2分の1を基準）
○緊急下水道整備特定事業実施要綱による実施された事業に係る下水道事業債並びに平成5年度の国庫補助負担率の恒久化に伴い、平
成12年度までに許可された下水道事業債（特例措置分）の元利償還金に相当する額等

根拠・データ等

事業スケジュール

昭和39年事業開始年度

1
7年度8年度

３条基準内

細事業(事業内訳）

1           35,434,478          34,345,595            1,088,883 雨水処理経費の増等

４条基準内
2               91,971             103,156             ▲11,185 企業債元金償還額の減等

３条基準外
3              648,828             724,532             ▲75,704 下水道使用料減免の過年度精算による減等

          36,175,277          35,173,283            1,001,994

1経理課下水道河川局

一般会計

高澤 武 牧野 順一
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